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 コンフィアンス
（フランス語で信頼という意味）

第67号

　今月は「預貯金口座、土地の相続」を特集します。　裏面は事例１件と７月度

の取扱件数です。

　2024年４月１日から「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律（口座管理

法）」が施行されました。この法律により、お持ちの銀行口座とマイナンバーを付番（紐づけ）することができるように

なります。災害時または相続時に当該預貯金口座に関する情報を提供できることになり、預貯金者の利益の保護を図るこ

とができます。

　親兄弟が亡くなってしまった時に困るのが「財産調査」だそうです。銀行口座や生命保険、証券、債権など様々ありま

すが、郵便物や証券などを探し各所に連絡をして照会していきます（不動産や銀行口座も同様です）。

　これからは、マイナンバーを銀行口座に付番しておけば、一度に複数の銀行等に「亡くなった方（被相続人）の口座」

があるかどうか照会できるようになり手続きが楽になります。

※一度、銀行口座に付番すると取り消すことができないため、よくご検討ください。

〈今年も残暑厳しいのでしょうか？？？〉

ここ数年、夏の気温が本州並みになりつつある北海道ですが皆様いかがお過ごしでしょうか？

10月から改正住宅セーフティネット法が施行されます。住宅要配慮者の賃貸物件の入居がより円滑になるようになり

ます。また、単身高齢者への見守りサービス、身寄りのない方への居住に関わる支援など強化されます。

お気づきのこと、疑問なことなどお気軽にお問い合わせください。 金子
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資産管理については、残されたご家族の

ためにも、まとめられるものはまとめてお

いた方が便利です。

デジタル化がすすみ、紙の通帳からイン

ターネットバンキングへ移行している途中

です。各銀行も紙の通帳からデジタルに移

行しませんか？と案内が来ているのではな

いでしょうか。

通帳や郵便でのお知らせが届かなくなっ

てくると、故人がどこの銀行口座を所持し

ているかわからなくなります。

スマートホンやPCにアプリ等が入ってい

るかもしれませんが、パスワードがわから

ず画面が見れない、といった困りごとが想

定されています。

マイナンバーでまとめて管理をしておく

とパスワード不要のため簡単に口座照会が

できます。

預貯金口座付番制度



相談経路～ 広報誌

主　訴　～ 土地等の相続について

関係機関～ 法テラス （火） 下川町

美深町 　

11日 （木） 東神楽町

東川町

16日 （火） 和寒町

剣淵町

幌加内町

17日 （水）上富良野町

中富良野町

美瑛町

18日 （木） 鷹栖町

比布町

当麻町

24日 （水） 占冠村

南富良野町

25日 （木） 上川町

愛別町

26日 （金） 中川町

音威子府村

❖ 

11 11 11 11 28 11

本人 6 女性 5 鷹栖町 2 10代 0 病気・障害・健康 4 役場 4

役場 3 男性 5 比布町 1 20代 1 住まいについて 1 社協 3

社協 2 不明 1 東川町 2 30代 1 収入・生活費 5 ハローワーク 1

上富良野町 2 40代 3 求職・仕事関係 5 2

剣淵町 1 50代 2 仕事上の不安やトラブル 1 市 1

幌加内町 1 60代 0 家賃・ローン 1

空知管内 1 70代以上 3 税・公共料金等の支払い 0

旭川市 1 不明 1 債務 1

家族関係 1

地域との関係 1

ひきこもり・不登校 1

DV・虐待 0

食べるものがない 3

その他 4

　夫の母親が亡くなり土地等の相続手続きをする必要があるが、夫の兄の所在

がわからず相続手続きができない。

　所在不明になったのは夫母が亡くなる前でいつ頃かは不明。夫兄は離婚して

おり子が一人いるのみ。夫兄の子とは連絡を取っていない。

　一般的な相続順位、財産管理、失踪者がいる場合の申請手続きも併せて説明

をするが、話の内容が専門的なうえ、状況も複雑なので法テラスでの相談を勧

める。資産要件によっては有料となることを説明して相談は終了。

※すでに土地家屋の相続については、相続登記が義務化され罰則規定も設けら

れています。相続に関する手続きは面倒な手続きが多く、戸籍調査が必要にな

る場合もあります。

　手続きのみであれば司法書士、相続人間で意見がまとまらない場合は弁護士

へ相談することが第一です。

　✿　相　談　事　例　 9 月の

生活・仕事 相談会

9日

☆生活や仕事のことでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

　一緒に問題解決の糸口をさがしましょう！

※個人情報保護の観点から情報を一部加工しています。

令和7年度 7月分「新規相談」取扱件数

相談経緯 性  別 市 町 村 年  齢 相 談 内 容
センターへの

情報源

計 計 計 計 計(複数回答) 計

他自立※

※他自立相談支援

事業所

・相続した土地を手放したいときの

「相続土地国庫帰属制度」

【概要】負担金を支払って、相続した土地を国に引き取ってもらう

制度です。基本的には相続した土地に限り、所定要件を満たせばよいで

す。所定要件は管理・処分費用が過分にかかる、地下にごみなどがある

など、一定の基準が設けられています。調査費用などは自己負担ですが

管理する手間等と比較してみてはいかがでしょうか？

相続土地国庫帰属制度


